
高槻市営バス営業所におけるバス駐車場の貸付けに関する要綱 

 

平成３０年４月１０日制定 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４

第２項第４号又は地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第

２６条の５の規定に基づき、敷地に余裕があり、収益の確保に寄与する場合

に、市営バスの営業所の敷地をバス駐車場として貸し付けること（以下「貸

付け」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （使用目的） 

第２条 貸付けをすることができる場合は、市内の観光、視察等のために大型

バス等が一時的に待機する場合その他管理者が認める場合に限るものとする。 

 

 （貸付けの対象） 

第３条 貸付けの対象とする場所は、次に掲げる営業所の敷地のうち、当該営

業所の営業所長が指定する場所とする。 

 (1) 芝生営業所（高槻市芝生町四丁目３番１号） 

 (2) 緑が丘営業所（高槻市緑が丘三丁目４番１号） 

 

 （貸付時間） 

第４条 貸付けをすることができる時間は、午前９時から午後５時までとする。

ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。 

 

 （賃貸料） 

第５条 賃貸料は、バス１台（３３㎡以内）１日１回につき２,０００円とする。 

２ 既納の賃貸料は、返還しない。ただし、特別の理由があると管理者が認め

るときは、その全部又は一部を返還することができる。 

 

 （貸付けの手続） 

第６条 貸付けを受けようとする者（以下「申込者」という。）は、次に掲げる

事項を明らかにした上で、事前に各営業所に電話又はＦＡＸで申し込まなけ

ればならない。 

 (1) 申込者の法人名及び代表者名（個人の場合は氏名） 

 (2) 申込者の主たる事務所の所在地（個人の場合は住所） 

 (3) 申込者の電話番号 

 (4) 貸付日時 

 (5) 駐車車両の種類及び台数 



２ 前項の申込みを受けた営業所は、貸付けによって業務に支障が生じないと

当該営業所の営業所長が認めるときは、当該貸付けを承諾し、その旨を申込

者に伝えるものとする。 

３ 申込者は、実際に貸付けを受ける時までに、貸付料を営業所に支払うとと

もに、駐車車両の車両番号、乗務員（添乗員を含む。以下「施設使用者」と

いう。）の氏名及び連絡先をバス駐車場貸付申込書（様式第１号）に記入し、

当該営業所に提出しなければならない。 

 

 （待機場所） 

第７条 営業所長は、業務に支障が生じないと認めるときは、施設使用者の待

機場所として、営業所内の一室を使用させることができる。 

 

 （施設使用者の遵守事項） 

第８条 施設使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

 (1) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。 

 (2) 営業所内を清潔に保つこと。 

 (3) 営業所の業務に支障が生じる行為をしないこと。 

 (4) 営業所内の指定された場所以外に立ち入らないこと。 

 (5) 使用を終えたときは、使用した施設、設備等を原状に回復すること。 

 (6) その他営業所長が指示すること。 

 

 （貸付けの変更又は取消し） 

第９条 営業所長は、施設使用者が前条の規定に違反したとき、営業所におい

て貸付けの場所を使用する必要が生じたとき、その他業務に支障があると認

めるときは、第６条第２項の規定による承諾をした後であっても、これを変

更し、又は取り消すことができる。この場合において、当該変更又は取消し

により申込者に損害が発生したとしても高槻市はその責任を負わないものと

する。 

 

 （損害賠償義務） 

第１０条 施設使用者及び申込者は、営業所の施設、設備等を損傷し、又は滅

失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を連帯して賠償しなけれ

ばならない。 

 

 （委任） 

第１１条 この要綱の実施に関し必要な事項は、総務課長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、決裁の日（平成３０年４月１０日）から実施する。 



様式第１号（第６条関係） 

バス駐車場貸付申込書 

（申込日）平成  年  月  日 

（貸主）高槻市 （代表者：自動車運送事業管理者） 

（借主）申込者 

所在地又は住所  

法人名又は氏名  

代表者名（法人）  

電 話 番 号  ＦＡＸ番号  

申込内容 

営  業  所 
 □芝生営業所（高槻市芝生町四丁目３番１号） 

 □緑が丘営業所（高槻市緑が丘三丁目４番１号） 

使 用 日 時 
    年   月   日 （9:00～17:00 の範囲内で） 

    時   分 ～    時   分 

駐 車 車 両 の 

種類及び台数 

 □大型  □中型  □小型       台 

 □大型  □中型  □小型       台 

貸  付  料 合計        円（１台当たり１日１回２,０００円） 

備     考  

 

  「高槻市自動車運送事業 営業所におけるバス駐車場の貸付けに関する要

綱」に定める内容に同意し、上記内容で申し込みます。 
 

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

処理欄（営業所記入） 

承 諾 の 可 否 □貸付け可    □貸付け不可 

決定日（通知日） 年   月   日 

備考（条件等）  

貸付料領収日 年   月   日 貸付料 円 
 

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

施設使用者（添乗員を含む。）記入欄 

車両番号（全車両）  

氏  名（全員分）  

連 絡 先（代 表）  

 

芝生営業所  ℡：072-677-3513 Fax：072-677-3521 

緑が丘営業所 ℡：072-687-1500 Fax：072-688-4519 


